
１月の主な納税（税金などは納期限までに納めましょう）
納 期 限

１
３１
月月曜日曜日

中
小
企
業
事
業
者
の
皆
さ
ま
へ

商
工
振
興
補
助
金
が
受
け
ら
れ
ま
す

長
野
検
察
審
査
会
か
ら

成
人
式
を
迎
え
ら
れ
た
皆
さ
ん
に
！

佐
久
高
等
職
業
訓
練
校

平
成
23
年
度
訓
練
生
募
集

　

町
で
は
、
町
内
に
事
業
所
を
持

ち
、
一
定
の
条
件
を
満
た
す
事
業

者
へ
、
商
工
振
興
補
助
金
を
交
付

し
ま
す
。
補
助
金
の
概
要
は
次
の

と
お
り
で
す
。

中
小
企
業
事
業
者
の
定
義

　

町
内
に
事
業
所
を
有
し
、
中
小

企
業
基
本
法
第
２
条
に
該
当
す
る

方（
工
場
に
あ
っ
て
は
、
常
時
雇

用
の
従
業
員
数
が
１
０
０
名
以
下

で
あ
る
こ
と
が
条
件
）

申
請
条
件

　

平
成
21
年
１
月
１
日
か
ら
12
月

31
日
ま
で
に
、
別
表
に
該
当
す
る

新
設
ま
た
は
増
設
工
事
を
完
了
し

た
工
場
・
店
舗
で
あ
る
こ
と

補
助
の
内
容

　

支
払
っ
た
固
定
資
産
税
に
応
じ

て
、
別
表
の
と
お
り
３
年
間
に
渡

り
補
助
金
が
交
付
さ
れ
ま
す

申
請
期
限

　

平
成
23
年
１
月
31
日（
月
）

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

産
業
経
済
課
商
工
観
光
係

 

（
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）

交付の条件
①　1,000万円以上の費用（取得価格）で、工場・店舗を新設したとき。
②　　500万円以上の費用（取得価格）で、工場・店舗を増設したとき。

交付対象 交付率
新たに固定資産税が課せられた年 翌年度に支払った固定資産税額の全額

上記の翌年（2年目） 翌年度に支払った固定資産税額の７割
上記の翌年（3年目） 翌年度に支払った固定資産税額の５割

※　1件の申請に対する年度の補助金の上限は100万円です。
※　購入による敷地の拡張は、増設に該当します。

　

ご
成
人
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。
成
人
に
な
り
ま
す
と
、
選
挙

権
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
権
利
が
認
め

ら
れ
ま
す
が
、
同
時
に
検
察
審
査

会
の
審
査
員
に
選
ば
れ
る
資
格
を

持
つ
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

　

検
察
審
査
会
制
度
は
、
刑
事
手

続
の
中
に
国
民
の
声
を
反
映
さ
せ

る
た
め
に
設
け
ら
れ
、
例
え
ば

「
交
通
事
故
や
詐
欺
な
ど
の
被
害

に
あ
っ
た
の
に
検
察
官
が
被
疑
者

を
起
訴
し
て
く
れ
な
い
。」と
い
っ

た
場
合
に
、
検
察
官
の
不
起
訴
処

分
に
不
服
の
あ
る
人
の
申
立
て
を

受
け
、
そ
の
処
分
の
よ
し
あ
し
を

審
査
す
る
と
い
う
制
度
で
す
。

　

検
察
審
査
会
は
、
選
挙
人
名
簿

の
中
か
ら「
く
じ
」で
選
ば
れ
た
11

人
の
審
査
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

ま
す
。
成
人
に
な
ら
れ
た
皆
さ
ん

が
審
査
員
に
選
ば
れ
ま
し
た
ら
、

ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　

上
田
検
察
審
査
会
事
務
局

 

０
２
６
８（
40
）２
２
１
１

　

長
野
県
認
定
佐
久
高
等
職
業
訓

練
校
で
は
次
の
訓
練
生
を
募
集
し

ま
す
。

募
集
科（
普
通
課
程
）

①
建
築
施
工
系
木
造
建
築
科（
３
年
）

②
木
材
加
工
系
木
工
科（
３
年
）

③ 

建
築
仕
上
げ
系
左
官
・
タ
イ
ル

科（
３
年
）

④
塗
装
系
建
築
塗
装
科（
２
年
）

⑤
設
備
施
工
系
配
管
科（
１
年
）

　

※ 

授
業
料
は
佐
久
職
業
訓
練
協

会
員
等
に
よ
り
異
な
り
ま
す

の
で
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

募
集
定
員　

各
科
10
名

入
校
資
格

　

募
集
科
の
職
種
に
従
事
し
て
お

り
雇
用
主
よ
り
派
遣
さ
れ
る
者
。

学
歴
に
つ
い
て
は
配
管
科
の
み

「
高
等
学
校
卒
業
以
上
」で
す
。

募
集
期
間

１
月
20
日（
木
）〜
３
月
10
日（
木
）

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

佐
久
高
等
職
業
訓
練
校
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町営住宅使用料（１月分）国民健康保険税（８期分）

後期高齢者医療保険料（７期分） 上水道使用料（１月期分）
（大口12月使用分）

下水道使用料（１月期分）
（大口12月使用分）

介護保険料（７期分）

保育料（１月分）

みよた広報 やまゆりみよた広報 やまゆり11月号 月号 （（88））　　
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支
給
し
ま
し
た

要
介
護
高
齢
者
等
家
庭
介
護
慰
労
金

　

御
代
田
町
で
は
、
５
月
と
10
月

の
集
団
健
診
の
他
に
、
町
内
の
医

療
機
関
で
受
け
ら
れ
る
個
別
健
診

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
本
年
度
よ

り
39
歳
以
下
の
方
も
受
診
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
集
団
健
診

を
受
診
で
き
な
か
っ
た
方
や
健
診

の
申
し
込
み
を
し
て
い
な
か
っ
た

方
な
ど
今
か
ら
で
も
お
申
し
込
み

い
た
だ
け
ま
す
。

〜
年
に
一
度
は
体
の
点
検
を
〜

個
別
健
診（
基
本
健
診・特
定
健
診
）の
お
知
ら
せ

　

本
年
度
の
個
別
健

診
の
実
施
期
間
は
、

平
成
23
年
３
月
31
日

ま
で
で
す
。
申
込
方

法
な
ど
詳
細
に
つ
い

て
は
下
表
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

　

若
い
う
ち
か
ら
自

分
の
体
に
関
心
を
持

ち
、
健
診
結
果
か
ら

生
活
習
慣
を
見
直
す

こ
と
は
、
５
年
後
10

年
後
の
健
康
を
実
現

さ
せ
る
た
め
の
第
一

歩
で
す
。
健
診
結
果

が「
異
常
な
し
」だ
か

ら
と
い
っ
て
安
心
は

禁
物
。
異
常
で
は
な

い
け
れ
ど「
少
し
高

め
」の
数
値
が
あ
る

場
合
、
メ
タ
ボ
リ
ッ

特定健診 基本健診

対象者 40歳～74歳までの御代田町
国民健康保険加入者 39歳以下の町民 75歳以上の町民

自己負担金 2‚000円 2‚000円 無料

検査項目
身長・体重・腹囲・検尿・血圧・問診・血液検査・内科診察

※医師が必要と判断した場合、
心電図・眼底検査実施

※上記項目より腹
囲測定のみなし

申込時
持ち物

①国民健康保険証
②自己負担金
※申込済の方は送付された個別
健診についての通知をお持ち
ください。

①保険証
②自己負担金

①後期高齢者医療
保険証

申込方法 上記持ち物を持参の上、保健福祉課窓口までお越しください。
受診方法など詳細については申し込みの際にお知らせします。

申込受付期間 ～平成23年2月28日（月）

ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
予
備
群
に
一
歩

ず
つ
近
づ
い
て
い
る
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。
自
分
で
は
気
づ
か
な
い

体
の
状
態
や
変
化
を
確
認
す
る
た

め
に
も
、
年
に
一
度
は
健
診
を
受

診
し
健
康
増
進
に
役
立
て
ま
し
ょ

う
。

問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係
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町
で
は
毎
年
12
月
に
、
在
宅
で

要
介
護
３
以
上
の
要
介
護
高
齢
者

ま
た
は
重
度
心
身
障
が
い
者
を
介

護
し
て
い
る
家
庭
介
護
者
に
対
し
、

慰
労
金
を
支
給
し
て
い
ま
す
。
従

来
は
年
額
６
万
円
で
し
た
が
、
介

護
を
取
り
巻
く
環
境
が
厳
し
く
な

る
中
、
在
宅
介
護
を
続
け
て
お
ら

れ
る
家
族
の
皆
さ
ま
に
よ
り
敬
意

を
表
し
、
今
年
度
よ
り
支
給
額
を

９
万
円
に
増
額
し
ま
し
た
。
今
年

度
は
要
介
護
高
齢
者
70
名
、
重
度

心
身
障
が
い
者
18
名
、
計
87
名
の

方
の
家
族
を
対
象
に
支
給
し
ま
し

た
。
ま
た
要
介
護
高
齢
者
の
家
族

に
対
し
て
は「
家
族
介
護
者
リ
フ

レ
ッ
シ
ュ
事
業
」と
し
て
、
温
泉

施
設
の
入
浴
券
も
配
付
し
ま
し
た
。

　

町
で
は
、
そ
の
他
に
も
、
紙
お

む
つ
代
補
助
な
ど
在
宅
介
護
支
援

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
今
後
も

少
し
で
も
家
族
の
負
担
軽
減
で
き

る
よ
う
努
力
し
て
い
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
福
祉
課
介
護
高
齢
係
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●介護者：70代女性　要介護者：要介護5の夫
Ｑ．介護の様子を教えてください。

Ａ ．夫が倒れて33年、寝たきりになって４年経ちます。

老老介護で、お金も大変ですし、私の体もしんどく

なってきました。日中はデイサービスを利用していま

すが、夜間騒ぐし、おむつ換えも必要なのでぐっすり

眠れないのが辛いです。また、認知症という病気だと

分かっていても、ついイライラしてしまいます。

Ｑ．慰労金を受け取った感想はいかがですか？

Ａ ．急な入院など、いつお金が必要になるか分からない

ので常に不安はあります。車がないので通院時のタク

シー利用負担も重く、生活を切り詰めながら介護を続

けていますので、とてもありがたいです。

Ｑ．在宅介護を続けるコツは何ですか？

Ａ ．自分には自分の楽しみもあるので、割り切っています。

また、サークルの仲間や同じように介護している友人と

の交流により、また頑張ろう、と元気をもらっています。

～ありがとうございました～

今回、実際に在宅介護を続けている家族にお話を伺いました。

（（99）） みよた広報 やまゆり みよた広報 やまゆり11月号月号


